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委託業務等成績評定要領 
制定 平成１７年 ４月 １日 
改正 平成１７年１１月 １日 
改正 平成１９年 １月 １日 
改正 平成１９年 ４月 １日 
改正 平成２０年 ４月 １日 
改正 平成２１年 ４月 １日 
改定 令和 ３年 ４月 １日 

 
（目的） 
第１条 この要領は、福井県の所掌する委託業務等の成績評定（以下「評定」という。）に

必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって良質な委託業務の実施を確
保するため、建設コンサルタント等ならびに技術者の適正な選定および指導育成に資す
ることを目的とする。 

 
（評定の対象） 
第２条 この要領において評定の対象となる委託業務等（以下「委託業務等」という。）は、

次の表に掲げる業務とする。なお、１件の契約に次の表に掲げる複数の業務が含まれる場
合は、主たる業務を対象とする。 

区   分 契約金額（最終） 

１ 
地質・土質調査業務共通仕様書に定める地質調査業務
および別に定める基準に従い定められる単純調査業務 500 万円以上 

（税込） 
２ 測量業務共通仕様書に定める測量業務 

３ 
設計業務等共通仕様書に定める調査、計画業務および
設計業務 100 万円以上 

（税込） 
４ 

建築設計業務（建築意匠、建築構造、電気設備、機械
設備の計画、設計および積算業務をいう。） 

２ 評定は、前項に定める契約金額以上の委託業務等であっても、⼯事検査課⻑が評定の必
要が無いと認めた委託業務等は省略することができる。 

 
（評定者） 
第３条 委託業務等の評定者（以下「評定者」という。）は、次に掲げる者とする。 

（１）第一次評定者 
監督職員 

（２）第二次評定者 
本庁においては委託業務等を担当する主任等、かいにおいては担当課⻑、グループ

リーダーおよび主任等 
（３）第三次評定者 

完了検査職員 
 
(評定の方法） 
第４条 評定は、別に定める「考査基準」により、監督または検査により確認した事項に基
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づき、委託業務等ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。 
２ 評定の結果は、要領様式１委託業務等成績評定表（以下｢評定表」という。）（土木関

係・建築関係 別葉）に記録するものとする。 
 
(評定の時期） 
第５条 第一次評定者および第二次評定者は委託業務等が完了したとき、第三次評定者は

完了検査を実施したとき、それぞれ評定するものとする。 
 
(評定表の提出等） 
第 6 条 第一次評定者および第二次評定者は、評定を行ったときは、速やかに評定表を第

三次評定者に提出するものとする。 
２ 第三次評定者は、前項により提出された評定表に、完了検査の評定点および総合評定点

を記入し、検査カードに総合評定点を転記のうえ、検査命令者に提出するものとする。 
 
（評定結果の通知） 
第７条 ⼯事検査課⻑は、検査結果を確認した後に、要領様式２項目別評定点（土木関係・

建築関係 別葉）、要領様式３評定集計表（土木関係・建築関係 別葉）および評定表の
写しを発注機関の⻑（本庁の契約担当課の⻑およびかいの⻑をいう。以下同じ。）に通知
するものとする。 

２ 発注機関の⻑は、当該委託業務等の受注者に対して、評定の結果を、要領様式４委託業
務等成績評定通知書により通知するものとする。 

 
（説明請求等） 
第８条 前条第２項による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して１４日（「休日」

を含む。）以内に、要領様式５委託業務等成績評定説明請求書により、発注機関の⻑に対
して評定点の内容について説明を求めることができる。 

２ 発注機関の⻑は、前項の説明を求められた場合は、発注機関における⼯事成績評定評価
委員会での意見をもとに、３０日（「休日」を含む。）以内に要領様式６委託業務等成績
評定説明請求回答書により回答するものとする。 

 
（評定の修正） 
第９条 ⼯事検査課⻑または発注機関の⻑は、第７条の通知をした後、当該評定を修正する

必要があると認められる場合は、⼯事検査課⻑と発注機関の⻑が協議のうえ、修正しなけ
ればならない。 

２ 発注機関の⻑は、前項の修正を行ったときは、要領様式７委託業務等成績評定修正通知
書により遅滞なく、その結果を当該委託業務等の受注者に通知するものとする。 

 
（評定結果表の送付） 
第 10 条 ⼯事検査課⻑は、四半期毎に、要領様式８委託業務等評定結果表を作成し、⼯事

関係機関の⻑へ送付するものとする。なお、総合評定点が 45 点以下の委託業務等につい
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ては、不良委託業務等と認め、その都度、⼯事関係機関の⻑へ送付するものとする。 
 
（評定結果表の公表） 
第 11 条 ⼯事検査課⻑は、四半期毎の最終日から３か月以内に、委託業務等評定結果表を

「福井県⼯事検査規程等公文書の閲覧に関する要領」により公表するものとする。 
 
（検査カ−ドの保存） 
第 12 条 検査カ−ドは、委託業務等完了後５年間保存しなければならない。 
 

(附則） 
この要領は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

(附則） 
この要領は、平成１７年 ５月３１日から施行する。 

(附則） 
この要領は、平成１７年１１月１０日から施行する。 

(附則） 
この要領は、平成１９年 １月２０日から施行する。 

(附則） 
この要領は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

(附則） 
この要領は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

(附則） 
この要領は、平成２１年 ４月 １日から施行する。 

(附則） 
この要領は、令和 ３年 ４月 １日以降に完了する委託業務等について適用する。 

 
 
  


